
 神奈川県から指定障害福祉サービス事業者等の皆様へお知らせ   

 

 

 

 

 

 

                              神奈川県では、業務管理体制の整備に係る届出に関するご案内や届出用紙を

県のホームページに掲載しています。くわしくはそちらをご覧ください。 

 

 

◎ 業務管理体制の整備とは 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合

支援法」という。）及び児童福祉法の指定・認可を受けている事業所を運営する事業

者は、事業運営の適正化を図るための体制整備（以下「業務管理体制の整備」とい

う。）をし、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関（国、

県、市町村）に届出することが義務付けられています。 

 

◎ 届出先 

  事業所の所在地によって、届出先が国、県、市町村になります。   

 

◎ 届出の種類 

 ・届出書：新規の届出 

・変更届：届出内容が変更になった場合 

 ・区分変更届：事業所の新規指定や廃止等によって、届出先（国、県、市町村）が変更

となる場合 

 

◎ くわしくは神奈川県のホームページをご覧ください。 

神奈川県では、業務管理体制の整備に係る届出に関するご案内や届出用紙を県のホ

ームページに掲載しています。   

 ○神奈川県ホームページ＞産業・働く＞業種別情報＞介護・福祉サービス業 

＞業務管理体制の整備に関する届出 

   http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f470197/  
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